
会長（議長）、会長職務代理

【統括】基幹相談支援センター、市

各部会長により構成し、協議会への議題の検討、各部横断的な課題への対応などを検討

【統括】基幹相談支援センター　※各部会が軌道に載ったら発足

⇒必要に応じて

　各部会に関与

　

　※しごと部会、こども部会、くらし部会、事業所連絡会に部会長（会長）、副部会長（副会長）を置き、部会の意見集約、基幹相談との調整、部会の円滑な進行に努める。

　※各部会の部会構成員は、コアメンバーのほか、検討課題に沿った関係機関に参加を求めるなど、必要に応じて柔軟に対応する。

　※各部会の検討、協議事項は各部会の部会長、副部会長を中心に決定する。テーマによっては各部会横断的な分科会を適宜設ける。

　☆精神障害に対応した地域包括ケアシステムについては、赤穂健康福祉事務所における既存の会議の枠組みを活用する。（圏域＝地域協議会　市域＝精神保健福祉担当者連絡会）

平成29年度　赤穂市障害者自立支援協議会・各専門部会編成等について（案） 資料２

赤穂市　社会福祉課 協議会（全体会）

赤穂市障がい者基幹相談支援センター 運営連絡会

専門部会
相 談 支 援
部 会

し ご と
部 会

こ ど も
部 会

く ら し
部 会

拠 点 整 備
連 絡 会

（旧 就労支援部会） （旧児童部会） （旧 当事者部会） （新） （新）

事 業 所
連 絡 会

（旧 知的・身体・精神障がい者部会）

統括 基幹相談支援センター 部会長・副部会長 部会長・副部会長 部会長・副部会長 会長・副会長 市・基幹相談

対象 支援者 支援者 支援者・当事者 当事者・支援者 支援者 支援者

・相談支援事業所
・障がい福祉サービス事業所
・児童通所支援事業所
・地域活動支援センター
・地域包括支援センター
・赤穂健康福祉事務所
・保健センター
・リハビリ機関
・消防
・警察
・教育機関
・医療機関

役割

「相談」に関する事をテーマに現状
を把握し、事業所相互の連携を図
り、相談支援専門員のスキルアップ
を高めるとともに、各種課題の解決
に取り組む。

「しごと、就労」に関する事をテー
マに現状を把握し、課題の解決に取
り組み、利用者の社会参加とステッ
プアップを図る。

障がいのある子どもの支援体制の充
実を目指し、支援者相互の連携を図
り、ライフステージに応じた切れ目
のない支援体制の基盤を作る。

身体、知的、精神、発達障がいのあ
る当事者主体に、支援者を交え、社
会参加・余暇活動・障がい理解、意
思疎通支援などの検討を通じて困り
ごとや課題解決を図る。

サービス提供全事業所で顔の見える
関係性を作り、情報共有やケース検
討などを通じて、一体となって利用
者を支える地域の体制を構築する。

事業所、関係機関が顔の見える関係
性を作ることで、緊急時の受入れ体
制の構築を目指す。

部会
構成

（案）

・市内相談支援事業所
（さんぽみち・赤穂精華園）
・こんぱす　みどり　にじ
・基幹相談支援センター
（赤穂・相生）

・市内就労支援施設
（A型・B型・移行）
・西播磨障害者就業・生活支援
センター
・ハローワーク赤穂

・赤穂精華園相談支援事業所
・クローバー上郡ブランチ
・赤穂特別支援学校
・青少年育成センター
・児童発達支援事業所
・放課後等デイ事業所
・当事者会
・保健センター
・子育て健康課
・教育委員会（指導課、こども育成
課）

・障がい当事者
・当事者グループ
・支援者
・地域活動支援センター
・障がい者相談員
・民生委員　等

・市内障がい福祉サービス等事業所
（児童、居宅、入所、就労、日中活
動等の全サービス）

開催頻度 年3回程度（6.10.2月） 年3回程度（7.11.3月） 年1～3回程度 年1～3回程度

個別支援会議

検討
事項
案

（分科会）

医療的ケアが
必要な人への支援

相談支援の基本姿勢 就労支援・社会参加 ヘルプカード 医療機関との連携

円滑な業務執行 緊急時の受入体制の構築

緊急時の対応について

地域診断

小児医療機関 交流・余暇活動（ピア）

年1回程度（2～3月）年1回程度（12～1月）

部会運営について

地域相談窓口マップ

事業所見学会

各サービスごとの連携

介護保険との連携 一般就労 （サポートファイルの活用） 意思疎通支援

全部会課題の把握
ロビー販売

イベント参加・販売促進 学校との連携 理解促進・権利擁護

交流・余暇活動


